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関西学院大学 研究成果報告 
 

２０２０年  ４月  ８日                                                      

 
関西学院 院長殿 
 
 

所属：経営戦略研究科 
職名：教授      
氏名：山地範明   

 

以下のとおり、報告いたします。 

 

研究制度  

□関西学院留学  長期（滞在国：        ）  

☑関西学院留学  短期（滞在国：イタリア    ）  

□宣教師研究期間  

研究課題  国際会計基準（ＩＦＲＳ）に基づく会計情報の有用性に関する研究  

研究実施場所  イタリア・パルマ、パルマ大学  

研究期間  ２０１９年  ９月  ５日  ～  ２０２０年  ３月  １０日（   ６ヶ月）  

 

◆  研究成果概要  （ 2,500字程度） 

上記研究課題に即して実施したことを具体的に記述してください。 

パルマ大学経済経営学部のAndrea Cilloni教授の指導を受けて、客員教授として半

年間在外研究を行った。在外研究の主な内容は次のとおりである。 

 

１．はじめに  

留学の目的は、国際会計基準（以下、ＩＦＲＳという）に基づく会計情報の有用

性について研究を行うことである。企業活動の多角化およびグローバル化に伴い、

会計基準のコンバージェンスが進展している。本研究においては、日本とイタリア

の企業を対象にした調査を行い、ＩＦＲＳの適用が財務諸表に与える影響につい

て、比較検討した。 

 

２．日本およびイタリアにおけるＩＦＲＳの導入  

グローバルな会計基準であるＩＦＲＳは現在では 100以上の法域（国や地域）で適

用されている。しかし、その適用方法は法域ごとに異なっている。日本では 2010年 3

月 31日以降終了する事業年度から一定の要件を満たす上場企業では指定国際会計基
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準（ I F R Sの う ち 、 公 正 か つ 適 正 な 手 続 の 下 に 作 成 お よ び 公 表 が 行 わ れ た も

の と 認 め ら れ 、 公 正 妥 当 な 企 業 会 計 の 基 準 と し て 認 め ら れ る こ と が 見 込 ま

れ る も の も の と し て 金融庁長官が定めたもの）による連結財務諸表の適用が可能

になった。その結果、2020年３月現在でＩＦＲＳを任意適用している会社が 205社あ

る。また、ＩＦＲＳ適 用 決 定 会 社 が 18社あり、合計すると 223社である。一方、イ

タリア等の欧州連合（ＥＵ）加盟国では、ＥＵ域内で上場するすべての企業に対し

てＩＦＲＳの採用を 2005年１月１日から義務付けられている。 

 

３．日本およびイタリアにおける会計制度  

Gernon and Meek(2001)による会計の類型によれば、日本とイタリアは法律準拠モ

デル（大陸モデルともいう。）に属し、そこでは企業が密接に銀行と結び付いてお

り、銀行がほとんどの資金需要をみたしている。また、財務会計はその性質が法律指

向的であり、実務は極めて保守的傾向にある。 

日本では、国内基準はＩＦＲＳとのコンバージェンスがはかられ、連結財務諸表に

ＩＦＲＳを任意適用されている。これに対して、イタリアでは連結財務諸表にはＩＦ

ＲＳが適用されるが、個別財務諸表は国内の会計基準が適用される。国内の会計基準

はＩＦＲＳとコンバージェンスされていない。したがって、ＩＦＲＳの適用が財務諸

表に与える影響は、両国で相違があると予想される。 

 

４．先行研究 

欧州連合（ＥＵ）の売上高上位 30社を対象に行ったMoody’s Global Corporate 

Finance (2008)の調査によれば、 2005年前後の各国の会計基準による当期純利益とＩ

ＦＲＳによる当期純利益を比較すると、ＩＦＲＳの当期純利益は 914.3億ユーロから

1,146.7億ユーロに 25.4％増加し、負債・持分比率は 59％から 69％に上昇し、負債総

額は 6,505.6億ユーロから 5,784.6億ユーロに 12.5％増加した。また、日本企業 123社

を対象に行った山地（2019）の調査によれば、日本基準による当期純利益とＩＦＲ

Ｓによる当期純利益を比較すると、ＩＦＲＳの当期純利益は 36.6％増加し、負債・

持分比率は 65.0％増加し、負債総額は 18.5％増加した。 

 

５．日本およびイタリアの国内基準とＩＦＲＳとの比較  

 日本の会計基準は、2008年 12月に欧州委員会により、ＩＦＲＳと同等であると認

められた。その後、企業会計基準委員会（ＡＳＢＪ）によりＩＦＲＳとのコンバー

ジェンス作業が進められている。一方、イタリアでは連結財務諸表にはＩＦＲＳが

適用されるが、個別財務諸表には国内の会計基準が適用される。 

日本およびイタリアの国内会計基準とＩＦＲＳには、 (1) その他の包括利益（Ｏ

ＣＩ）のリサイクリング（組替調整）、  (2) 公正価値測定、 (3) 開発費の資産計

上、 (4) のれんの会計処理、 (5) 減損損失の戻入れ、  (6) 外貨換算方法、  (7) 非

支配株主持分の表示、(8) 退職給付会計、 (9) 収益の認識、 (10) リース会計などに

おいて相違があることがわかった（図表１を参照）。 
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図表１  日本およびイタリアの国内会計基準とＩＦＲＳの相違点  

 日本 イタリア ＩＦＲＳ 

その他の包括利益

のリサイクリング 

リサイクリングを

行う。 

その他の包括利益

は認識されない。 

リサイクリングを

行う場合と行わな

い場合がある。 

公正価値測定 固定資産等につい

て公正価値測定は

認められていな

い。 

固定資産等につい

て公正価値測定は

認められていな

い。 

固定資産等につい

て公正価値測定が

認められている。 

開発費の資産計上 研究開発費は発生

時に費用処理され

る。 

開発費の資産計上

は認められていな

い。 

一定の要件を満た

す場合には資産計

上が認められてい

る。 

のれんの会計処理 のれんは資産に計

上され、 20年以内

に規則的に償却さ

れ、のれんの価値

が損なわれた時に

減損処理が行われ

る。 

のれんは資産に計

上され、経済的耐

用年数を用いて 20

年以内に償却さ

れ、のれんの減損

を示す事象がある

場合に減損テスト

が適用される。 

のれんは資産に計

上されるが、規則

的償却は行われず

減損処理される。 

減損損失の戻入れ 減損損失の戻入れ

は行われない 

減損損失は認識さ

れない。 

減損損失の戻入れ

を行う 

外貨換算方法 機能通貨概念は用

いられていない。 

機能通貨概念は用

いられていない。 

機能通貨概念を用

いて、決算レート

法またはテンポラ

ル法が適用され

る。 

非支配株主持分の

表示 

非支配株主持分は

資本（株主持分）

とみなされず、純

資産の部の末尾に

計上される。非支

配株主に帰属する

利益は、親会社株

主に帰属する利益

と同様に、企業集

団全体の利益の内

訳項目を構成す

る。 

支配株主持分は資

本（株主持分）と

みなされない。株

主持分とは区別し

て表示される。非

支配株主に帰属す

る利益は、親会社

株主に帰属する利

益とは区別して表

示される。 

支配株主持分は資

本（株主持分）と

みなされる。非支

配株主に帰属する

利益は、親会社株

主に帰属する利益

と同様に、企業集

団全体の利益の内

訳項目を構成す

る。 
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退職給付会計 数理計算上の差異

は即時に費用とし

て処理されず一定

の期間にわたって

一部ずつ費用処理

（遅延認識）され

る。 

退職給付会計に関

する一般的なガイ

ドラインはない。 

数理計算上の差異

は（リサイクルを

行わず）即時にそ

の他の包括利益と

して認識される。 

収益の認識 収益は実現主義の

原則（主に出荷基

準）に従って認識

される。 

物品の所有に伴う

リスクと経済価値

が買手に移転した

時点で収益が認識

される。 

財やサービスに対

する支配が顧客に

移転した時点で、

履行義務が充足し

たと考えられ、一

律に収益が認識さ

れる。 

リース会計 ファイナンス・リ

ース取引について

は、原則としてリ

ース資産とリース

債務が計上される

が、オペレーティ

ング・リース取引

については、リー

ス資産とリース債

務は計上されな

い。 

すべてリース取引

は、オペレーティ

ング・リース取引

としてみなされる

ので、リース資産

とリース債務は計

上されない。 

使用権モデルが適

用され、すべての

リース取引につい

て、貸借対照表上

に使用権資産とリ

ース料支払債務が

計上される。 

 

６．日本およびイタリアにおけるＩＦＲＳの適用が財務諸表に与える影響  

  ＩＦＲＳの初度適用企業は、ＩＦＲＳへの移行により、企業により報告される財

務諸表がどのような影響を受けたかについて財務諸表の利用者が理解できるよう

に、従前の会計基準からＩＦＲＳへの調整表を開示しなければならない。したがっ

て、ＩＦＲＳを初度適用した年度の財務諸表を用いてＩＦＲＳの影響をみることが

できる。 

日本企業の財務データは、トムソン・ロイターDataStreamより、イタリア企業の財

務データは、Aidaよりそれぞれ入手した。イタリア企業については、2005年以降ＩＦ

ＲＳを初度適用した年度の財務諸表、日本企業については、2010年以降ＩＦＲＳを任

意で初度適用した年度の財務諸表をそれぞれ用い、負債総額、負債・持分比率、当期

純利益の金額がＩＦＲＳの適用によりどのような影響を受けたのかについて比較検討

する。 

 

上記の研究成果は、日本の国内および海外の学会において報告する予定である。  
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以  上  

提出期限：研究期間終了後 2ヶ月以内  
提出先：研究推進社会連携機構（NUC）  
※関西学院留学は所属長を経て、宣教師研究期間は大学教員は学部長及び学長を経て院長に、高

中部教員は各部長及び高中部長を経て院長に提出してください。  
◆研究成果概要は、大学ホームページにて公開します。研究遂行上大学ホームページでの公開に

支障がある場合は研究推進社会連携機構までご連絡ください。  


